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３－７－５ 手すり 

 

１．階段には、高さが８０～８５cm、６０～６５cm 程度である二段の

手すりを両側に接続して設けることとする。なお、手すりの外径は

４cm 程度とし、壁面から５cm 程度離して設置することが望まし

い。【解説 1】 

２．手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付け

ることとする。点字による表示方式は JIS T0921 の規格にあわ

せたものとする。また、手すりの端部は衣服の引っかかり等がない

ように処理する。【解説 2】 

 

【解説 1】 

高齢者や身体障がい者等の利用に考慮し、手すりは図３－７－３に示すように二段式

（８０～８５cm、６０～６５cm）とし、利き手、昇降方向に応じて左右どちらでも利用

できるように配慮し、両側に連続して設置する。 

なお、手すりは、図３－７－４に示すように外径４cm 程度とし、壁面から５cm 程度

離して設置することが望ましい。また、階段の終端部から水平区間へ６０cm 程度（高齢

者の平均的な１歩幅）延長することが望ましい。 

 

【解説 2】 

手すりの端部では、点字によってその通路の方向や現在位置等を案内し視覚障がい者の

円滑な移動を図る。なお、点字にはその内容を文字で併記することが望ましい。 

また、端部の処理は、写真３－７－２のように下方に滑らかに屈曲させるなどして、

衣服の引っかかりを防止するとともに、その箇所が終端部であることが認識できるよう

にする。 

斜路付き階段の斜路部分を幅員端部に設けた場合、手すりの利用に支障があるため、幅

員中央に手すりを設けることを検討する。 

  



神戸市バ

第３章 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

手

 

 

 

 

 

 

 

 
端部

 

バリアフリー

立体横断施

     

手すりの断面

部処理の例（

ー道路整備マ

施設 

図３－７－

図      

図３－

 

その１）   

マニュアル 

－３ 階段の

      

－７－４ 手

      

写真３－７

108

の構造と手す

      

手すりの設置

      

７－２ 手す

すりの設置例

    端部

詳細 

   端部処

すりの設置事

例 

処理の例  

理の例（その

事例 

  

の２）  

 


